
第２３回大田原市農業委員会総会議事録

日

　

時

　

令和４年５月２０日 （金） 午後１時３０分

場

　

所

　

大田原市役所

　

１階１０１・１０２会議室

次第
１

　

開

　　

会

２

　

あいさつ

３

　

議事録署名人の選任について

４

　

議

　　　

題

　

（１） 報告第１号

　　

農地法第５条の規定による許可について

　

（２） 議案第１号

　　

農用地利用集積計画について

　

（３） 議案第２号

　　

農用地利用配分計画について

　

（４） 議案第３号

　　

大田原農業振興地域整備計画の変更について

　

（５） 議案第４号

　　

農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画について

　

（６） 議案第５号

　　

農地法第３条の規定による許可申請について

　

（７） 議案第６号

　　

農地法第４条の規定に基づく許可申請について

　

（８） 議案第７号

　　

農地法第５条許可後の事業計画変更申請について

　

（９） 議案第８号

　　

農地法第５条の規定による許可申請について

　

（１０） 議案第９号

　　

非農地証明願について

５

　

出席委員 （１５名）（法律第２７条第３項規定）

　　

２番

　

笹沼

　

保治

　　　　

３番 秋 本

　

則夫

　　　　　

５番

　

佐藤

　　

孝

　　

６番

　

唐橋

　

洋子

　　　　　

７番 助川

　

悦夫

　　　　

８番

　

阿見

　　

芳

　　

９番

　

高瀬

　

隆至

　　　　

１０番 郡司

　

裕一

　　　　

１１番

　

屋代

　

幸子

　

１２番

　

森

　　

隆道

　　　　

１３番 荒井

　

一夫

　　　　

１４番

　

越沼

　　

良

　

１５番

　

鈴木

　

賢一

　　　　

１６番 相馬

　

和恵

　　　　

１７番

　

木村

　

光一

６

　

欠席委員

　　

１番 津久井

　

勝之

　

４番

　

瀧田

　

歌子

７

　

本会に出席した職員

　

（１） 農業委員会事務局長

　　　

藤

　

田

　

友

　

弘

　

（２） 事務局長補佐

　　　　　　

伊

　

藤

　

甲

　

文

　

（３） 農地調整係長

　　　　　　

金

　

山

　

和

　

弘

　

（４） 農地調整係副主幹

　　　　

松

　

本

　

武

　

久

　

（５） 農 地調整係 主査

　　　　　

菊

　

池

　

康

　

弘

　

（６） 農政課農政係副主幹

　　　

佐

　

藤

　

淳

　

也

　

（７） 農政課農政係主査

　　　　

菊

　

池

　

琴

　

乃

　

（８） 農政課農政係主任

　　　　

小

　

林

　

康

　

希

　

（９） 農政課農政係主事

　　　　

宮

　

津

　

拓

　

巳

８ 傍聴人

　

なし



開会の宣言

午後１時３０分

　　

開

　

会

大田原市農業委員会憲章唱和（省略）
事務局

　

（藤田

　

友弘）

　

それでは会長のごあいさつをお願いします。
議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

＜あいさつ ＞

　　　　　

本日の出席委員は１５名であり、 定足数を満たしております。 ただいま

　　　　

か ら 第 ２３回農業委員会総会を開催いたします。

　　　　　

議事に入る前に議事録署名人の選任について、 議長において指名 してよ

　　　　

ろ しいで しょうか。 お諮りいた します。

　　　　

＜異議な しの声あり＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

異議なしの声ですので、 議事録署名人には、 １１番屋代委

　　　　

員、 １２番森委員を指名 します。 会議の書記につきましては、 事務局の伊

　　　　

藤補佐にお願いいたします。

　　　　　

今回、 事前に配付しております議案資料に訂正等がありますので、 事務

　　　　

局から説明をお願い しま す。

事務局

　

（松本

　

武久）

　

＜資料訂正箇所等の説明＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

それでは議事に入ります。

　　　　　

はじめに報告第１号 「農地法第５条の規定による許可について」 を上程

　　　　

します。 事務局から説明を願います。
事務局

　

（金山

　

和弘）

　

＜総会資料説明

　

４ページ＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

事務局の説明が終わりましたので、 質疑に移ります。 質疑

　　　　

は ございませ んか。

　　　　

＜挙手な し＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

質疑がないようですので、 報告第１号を終わります。

　　　　　

次に議案第１号 「農用地利用集積計画について」 及び議案第２号 「農用

　　　　

地利用配分計画について」を一括上程します。事務局から説明を願います。
事務局

　

（菊池

　

琴乃）

　

＜総会資料説明

　

５～６５ページ＞

議

　

長

議

　

長

　　　　　　

利用 権設 定等促進事業

　　　　　

２０件

　　　　　　　

農地中間管理機構特例事業

　　　

２件

　　　　　　

農 地 中 間 管 理 事 業

　　　　　　　　

９件

　　　　　　

配分計画 （農地中間管理事業）

　

１件

（荒井

　

一夫）

　

事務局の説明が終わりましたので質疑を行います。 質疑は
ございませんか。
＜挙手なし＞

（荒井

　

÷夫）

　

質疑がないようですので、 採決いたします。

　

議案第１号について、 原案のとおり決定することに賛成の方は、 起立願



　　　　

い ま す。

　　　　

＜全委員起 立＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

全委員賛成と認めます。

　　　　　

議案第１号については原案のとおり決定することといたします。

　　　　　

続きまして、 議案第２号について原案のとおり承認することに賛成の方

　　　　

は、 起 立願います。

　　　　

＜全委員起立＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

全委員賛成と認めます。

　　　　　

議案第２号についても原案のとおり承認することといたします。

　　　　　

次に議案第３号 「大田原農業振興地域整備計画の変更について」 を上程

　　　　

します。 はじめに事務局から説明を願います。
事務局

　

（佐藤

　

淳也）

　

＜別冊資料説明

　

１～１９ページ＞

　　　　　　　　　　　

農用 地 区域からの除外

　

計５件 １１，９４１．６２１ｄ

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

次に現地調査担当委員の代表から現地調査の結果をご報告

　　　　

願います。 鈴木委員。

現地調査担当委員 （鈴木

　

賢一）

　

去る５月 １８日、 事務局とともに現地調査班第１

　　　　

班が現地調査を行いましたので、 代表いたしましてその調査結果をご報告

　　　　

い た しま す。

　　　　　

番号１ですが、 既存宅地の南側に隣接する農地において、 分家住宅の建

　　　　

築のため申し出るものです。 周辺農地への影響はないと判断することがで

　　　　

きることから、 問題はないものと思われます。

　　　　　

番号２ですが、 既存宅地の南側に隣接する農地において、 分家住宅の建

　　　　

築のため申し出るものです。 なお、 除外予定地に既存住宅への進入路が－

　　　　

部含まれております。 周辺農地への影響はないと判断することができるこ

　　　　

とから、 問題 はないものと思われま す。

　　　　　

番号３ですが、 農地台帳には登録のない土地ですが、 金属リサイクル業

　　　　

者が作業所兼倉庫を設置するため申し出るものです。 現地は、 事前着工を

　　　　

しており、 現在、 農振除外が承認されるまでの間は、 作業の中止を約束し

　　　　

ております。 柵を設置していることから中の状況を確認することができま

　　　　

せんが、 北側には、 農地が隣接しており、 申請地との間に高低差が生じて

　　　　

いることから、敷地の崩落が懸念されます。今後の開発行為の協議の中で、

　　　　

解消に努めていく必要があると思われますが、 除外については、 問題が無

　　　　

いものと 思われます。

　　　　　

番号４ですが、 既存宅地の南西部に隣接する農地において２０年以上前

　　　　

からその一部を宅地として利用 していることから現況に合わせ非農地証明

　　　　

を申請するため申し出るものです。 周辺農地への影響はないと判断するこ

　　　　

とができることから、 問題はないものと思われます。

３



議

　

長

議

　

長

議

　

長

事務局

議

　

長

議

　

長

議

　

長

事務局
議

　

長

　

番号５ですが、 農地台帳には登録のない土地であり、 農振法施行以前か

ら現況地目が山林であったところです。 農振法のかけ違いによるものと思

われます。 現在、 営農型太陽光発電設備の設置に向けた申請を予定してお

ります。 特に、 問題はないものと思われます。 以上、 ご報告いたします。
（荒井

　

一夫）

　

事務局の説明と現地調査担当委員の報告が終わりましたの

で、 質疑に移ります。 質疑はございませんか。
＜挙手なし＞

（荒井

　

一夫）

　

質疑がないようですので、 採決いたします。

　

本議案について、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
＜全委員起立＞

（荒井

　

÷夫）

　

全委員賛成と認めます。 議案第３号は原案のとおり承認す

ることといたします。

　

次に、 議案第４号 「農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画

について」 を上程します。 事務局から説明を願います。
（宮津

　

拓巳）

　

＜総会資料説明

　

２８～３９ページ＞

　　　　　　

認定農業者新規申請

　　

１３件

　　　　　　　

再 認 定 ・ 計 画 変 更

　　　

２６件

　　　　　　

未更新等 １９件

　　　　　　

市認 定農業者予定数

　

８３５件

　　　　　　　

広域認定農業者数

　　　

１１件

（荒井

　

一夫）

　

事務局の説明が終わりましたので、 質疑に移ります。 質疑

はございませんか。
＜挙手なし＞

（荒井

　

一夫）

　

質疑がないようですので採決いたします。

　

本議案について、 原案のとおり承認することに賛成の方は、 起立願いま
す。

　　　　

・

＜全委員起立＞

（荒井

　

一夫）

　

全委員賛成と認めます。

　

議案第４号は原案のとおり承認することといたします。

　

次に議案第５号 「農地法第３条の規定による許可申請について」 を上程

いたします。 申請件数は８件です。 はじめに事務局から説明を願います。
（菊池

　

康弘）

　

＜総会資料説明

　

４０～４１ページ＞

（荒井

　

一夫）

　

次に現地調査担当委員の代表から現地調査の結果をご報告

願います。 鈴木委員。
現地調査担当委員 （鈴木

　

賢一）

　

ただ今の農地法第３条の規定による許可申請８件

について、地元推進委員及び事務局からの報告により調査、検討した結果、
何ら問題は無いと思われます。 以上ご報告いたします。

４



議

　

長 （荒井

　

一夫）

　

事務局の説明、 現地調査担当委員の報告が終わりましたの

で、 質疑に移ります。 質疑はございませんか。
＜挙手なし＞

（荒井

　

一夫）

　

質疑がないようですので、 採決いたします。

　

本議案について、 原案のとおり許可することに賛成の方は、 起立願いま

す。

＜全委員起立＞

（荒井

　

一夫）

　

全委員賛成と認めます。

　

議案第５号は原案のとおり許可することといたします。

　

次に議案第６号「農地法第４条の規定による許可申請について」及び議

案第７号「農地法第５条許可後の事業計画変更申請について」及び議案第

８号「農地法第５条の規定による許可申請について」 は元町２丁目の案件

で関連がありますことから一括上程いたします。 はじめに事務局から説明

を願います。
（松本

　

武久）

　

＜総会資料説明４２～４６ページ、 別冊資料説明＞

（荒井

　

一夫）

　

次に現地調査担当委員の代表から現地調査の結果をご報告

願います。 鈴木委員。

議

　

長

議

　

長

事務局
議

　

長

現地調査担当委員 （鈴木

　

賢一）

　

調査結果についてご報告いたします。

　

元町２丁目地内の案件につきましては、周囲を住宅地に囲まれた農地に

おける宅地分譲の申請です。 現地は、 雑草が生い茂げっており、周辺環境

への影響が懸念されます。 南東面に一部農地が残りますが、 進入路等も確

保されており、 許可することに問題はないものと思われます。

　

浅香３丁目地内の申請番号７ですが、 既存の分譲地に隣接した農地にお

ける宅地分譲の申請です。 周辺農地への影響はないと判断することができ

ることから、 許可することに問題はないものと思われます。

　

羽田地内の申請番号８ですが、 営農型太陽光発電施設の設置のための申

請です。 周辺農地への影響はないと判断することができることから、 許可

することに問題はないものと思われます。 なお、 パネルの下では麦、 大豆

の栽培を予定しております。

　

南金丸地内の申請番号９ですが、 現地は自動車のロードサービスを営む

自宅兼営業所に隣接する農地であり、 レッカー移動した車両の置き場が不

足するため申請するものです。 周辺農地への影響はないと判断することが

できることから、 許可することに問題はないものと思われます。

　

鹿畑地内の申請番号１２ですが、 営農型太陽光発電設備の設置に関する

継続申請です。 太陽光パネル及びパネルの下の農地については、 共に適正

に管理されており、 許可することに問題はないものと思われます。

　

同じく鹿畑地内の申請番号１３ですが、 申請人及び内容ともに先ほどと



議

　

長

議

　

長

議

　

長

議

　

長

議

　

長

事務局
議

　

長

同様であり、 地権者が異なるものです。 許可することに問題はないものと

思われます。

　

美原２丁目地内の申請番号１４ですが、 現地は住宅街に介在する農地で

あり、 一般住宅建築のための申請です。 周辺農地への影響はないと判断す

ることができることから、 許可することに問題はないものと思われます。
以上ご報告いたします。

（荒井

　

一夫）

　

事務局の説明、 現地調査担当委員の報告が終わりましたの

で、 質疑に移ります。 質疑はございませんか。
＜挙手なし＞

（荒井

　

一夫）

　

質疑がないようですので、 採決いたします。

　

議案第６号について、 原案のとおり許可することに賛成の方は、 起立願

います。
＜全委員起立＞

（荒井

　

一夫）

　

全委員賛成と認めます。

　

議案第６号は原案のとおり許可することといたします。

　

続きまして議案第７号について、 原案のとおり承認することに賛成の方

は、 起立願います。
＜全委員起立＞

（荒井

　

一夫）

　

全委員賛成と認めます。

　

議案第７号は原案のとおり承認することといたします。

　

続きまして議案第８号について、 申請番号１０番については許可相当と

し、 栃木県農業会議に意見を求めることとし、 １０番以外の６件について

は原案のとおり許可することに賛成の方は、 起立願います。
＜全委員起立＞

（荒井

　

一夫）

　

全委員賛成と認めます。

　

議案第８号は申請番号１０番について許可相当とし、 栃木県農業会議に

意見を求めることとし、 １０番以外の６件について原案のとおり許可する

ことといたします。

　

次に議案第９号「非農地証明願について」 を上程いたします。 申請件数

は３件です。 はじめに事務局から説明を願います。
（菊池

　

康弘）

　

＜総会資料４７ページ、 別冊資料説明＞

（荒井

　

一夫）

　

次に現地調査担当委員の代表から現地調査の結果をご報告

願います。 鈴木委員。
現地調査担当委員 （鈴木

　

賢一）

　

調査結果についてご報告いたします。

　　　　　

乙連沢地内の申請番号６ですが、 現地は、 道路整備に伴う残地となって

　　　　

以降、 農地として利用しておりません。 証明することに支障は無いと思わ

　　　　

れ ま す。

６



　　　　　

黒羽向町地内の申請番号７ですが、 自宅の庭の一部となっており、 農地

　　　　

に復元することは難しい状態です。 証明することに支障は無いと思われま

　　　　

す
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　

市野沢地内の申請番号８ですが、 住宅敷地の一部となっており、 復元す

　　　　

ることは難しい状態です。 証明することに支障は無いと思われます。 以上

　　　　

ご報告いた します。

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

事務局の説明、 現地調査担当委員の報告が終わりましたの

で、 質疑に移ります。 質疑はございませんか。
＜挙手なし＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

質疑がないようですので、 採決いたします。

　　　　　

本議案について、 原案のとおり証明することに賛成の方は、 起立願いま

　　　　

す。

　　　　

＜全委員起立＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

全委員賛成と認めます。
議案第９号は原案のとおり証明することといたします。

＜事務局挙手＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

事務局どうぞ。
事務局

　

（金山

　

和弘）

　

＜資料４０ページの文言訂正＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

それでは本日予定されました議事の審議は、 すべて終了い

　　　　

た しま した。

　　　　　

次にその他に入ります。 議事案件以外に委員の皆様からご意見、 ご質問

　　　　

等 ありま したらお願 い しま す。

　　　　

＜挙手な し＞

議

　

長

　

（荒井

　

一夫）

　

皆さまから特にないようなので、 以上で第２３回農業委員

会総会を閉会いたします。

閉会の宣言

午後２時２５分

　

閉会

７


